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※大企業の子会社である中小企業は除きます。

２０１９年４月～
中小企業等の料金軽減制度のご案内

中小企業等の皆様が、特許庁に納付いただく
「出願審査請求料」
「特許料（第１年分から第１０年分）」
「PCT国際出願に係る手数料」

が軽減されます。

証明書類の提出も必要なく、簡単な手続で
申請できます。

中小企業※の特許料金が1/2に

小規模企業※・中小ベンチャー
企業※の特許料金が1/３に

福島浜通り等の中小企業の特
許料金が1/４に

特許庁 総務部 総務課 調整班
03-3581-1101 内線2105
PA0260@jpo.go.jp

料金軽減制度に関する
ご質問・ご相談は

料金軽減制度の
詳細はこちら

（特許庁ホームページ）

本テキストは、2022年4月1日時点で施行・運用されている
法律等の内容に基づいて記載しています。

特許料 減免



本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、

「Aランク」のみを用いて作成しているため、「紙へリサイクル可」　　　
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